
 

群馬労働局では、これから社会に出て働く若者の雇用を促進するに当たり、

労働法制にかかる教育の充実が求められていることから、県内の大学で、就職

前、就職後に役立てていただくために、平成 25 年 2 月から労働法のセミナーを

実施しています。 
 平成 26 年 5 月 21 日(水)には、前橋工科大学で、午後 2 時 30 から 4 時までの 
時間、主に 3～４年生及び大学院生を対象に、労働法のセミナーを実施しました。 
群馬労働局労働基準部監督課長が講師を務め、就職までに必要な知識として、

「採用内定」、「労働契約」、「各種保険」等について、また、就職してから必要

な知識として、「就業規則」、「給料」、「残業」、「有給休暇」、｢安全と健康｣等に

ついて説明を行いました。 
講義後のアンケートでは、「大変参考になった」37%、「参考になった」52%

と合わせて 89%の学生が参考になったと回答しており、興味をもった主な内容

としては、多い順に「労働契約」45%、「残業」41%、「就業規則」39%、「給料」

35%等となっています。 
また、「休日労働かつ深夜労働した場合の賃金割り増しは？」、「労働者は法律

的には強いが、実際どこまで適用できるのか」、「就職についてもう少し話が聞

きたかった」などの質問や意見があり、関心の深さが伝わってきました。 
今後も、県内の大学と連携して、順次実施していきます。 
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